
貸付制度をご利用ください！
加入者の皆さまを資金面でサポートするための貸付制度をご用意しています。
臨時に資金が必要になったときは、目的に応じた貸付けをご利用いただけます。

他の金融機関等と比較しても、年利1.26％とお得！
300万円を借りて10年間で償還する場合の試算

利率（年利） 毎月の返済額 10年で返済する合計額
（元利金）

私学共済の教育貸付 1.26％（注１） 26,621円 320万円

国の教育ローン 1.95％（注２） 27,800円 330万円

民間金融機関の教育ローン 3.85％（注２） 30,000円 360万円

小・中学校、高校・大学等に入学・就学するためのおおむね１年間に
必要とされる教育費に利用可能

（注１）教育貸付は令和５年４月時点の利率（変動利率）です。
（注２）令和５年２月28日時点において民間金融機関等が取り扱っている各種ローンを参考にした一例です。
　　　　詳細は取扱民間金融機関等にお問い合わせください。
（注３）教育貸付では、学費のほか、通学定期代、必須の教材費、自宅外通学の家賃も貸付対象です。
　　　　教育ローンの借換えや学生保険料、学会費・父母会費等の会費は対象外ですので、ご注意ください。
（注４） 海外の教育機関の場合には、学校教育法に準じた教育施設（教育課程）で、修学期間が６か月以上の場合が対象です。

奨学金と違い、通学するお子様に返済いただく必要はありません。

私学共済の教育貸付が選ばれる理由

（注１）令和５年４月時点の利率（変動利率）です。
（注２）住宅貸付以外の貸付は、加入者期間が引き続き１年以上ある方が申し込めます。
（注３）４種類の貸付けのほか、住宅貸付と災害貸付があります。住宅貸付については、裏面をご覧ください！

無理のない返済計画でご利用ください。

私学共済制度の加入者のみなさまへ

利率によって
返済する合計額に、
最大40万円の差 !!メリット
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●趣味のカメラを購入したい
●マイカーが欲しい

●式の費用が想定以上に掛かった
●新婚旅行に行きたい

●大学授業料、自宅外通学の
家賃が足りない
●高校の学費負担が大きい

● 介護施設の費用負担が大きい
● 突然の入院で治療費が必要になった

1.26%
担保・手数料不要！

年利

（注１）

一般貸付

医療・介護貸付

教育貸付

結婚貸付

借入限度額200万円

借入限度額200万円

借入限度額500万円

借入限度額200万円



住宅の新築や購入する以外にこんな方におすすめです!!
水回り、外壁のリフォームがしたい！バリアフリーにしたい！
そんなおうちのお悩み、お手伝いします!!

お申し込みいただける方
・加入者期間が引き続き５年以上ある方
・退職手当の支給がある方
※どちらも該当している方

申込限度額
貸付申し込み時点における退職手当見込
額に上乗せ額を加えた合計額の範囲内
（上限2,000万円）

（注１）令和５年４月時点の利率（変動利率）は1.26％です。
（注２）住宅の新築や購入も貸付申し込みができます。
（注３）借家にかかる貸付の上限は200万円です。
（注４） 上乗せ額は加入者期間５年以上10年未満の場合は200万円、10年以上の場合は300

万円です。

団体信用生命保険とは、

住宅貸付の借受人の方が返済中に万が一、死亡・高度障害となった場合に、
貸付金残高（債務）相当額が保険金として支払われる制度です。

貸付金残高が500万円の場合 ▶ 月額 1,740円
（注）令和５年４月時点の充当金の金額です。

突然の事故で… 
交通事故で突然死亡。住宅貸付以外に教育貸付
も借り入れており、個人加入の生命保険の額も
少なかったが、団信制度に加入していたため、
住宅貸付は保険金で完済。残された妻や子ども
には、とりあえず生活の基盤となる住宅を残す
ことができた。

●残された家族を守るためにぜひご加入ください。
　 長期にわたる償還途中で、いつ事故や病気が襲ってくるか分かりません。団信の加入により住
宅貸付が完済になることは、不幸があったときでも家族にとっては大きな安心につながります。
●加入を希望するときは、住宅貸付の申し込み時に「だんしん告知書」を提出してください。
●保険料充当金は、前年度末残高をもとに再計算しますので、年々負担額が軽くなります。

貸付けの申込方法等詳細については、私学共済ホームページをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、福祉部　貯金・貸付課　貸付係までお問い合わせください。
問い合わせ先   日本私立学校振興・共済事業団　福祉部　貯金・貸付課　貸付係　TEL 03-3813-5321（代）

脱退したせいで… 
生活費や子どもの教育費がかさみ、出費を抑え
るために償還途中で団信制度を任意脱退。その
後胃がんで死亡。加入者の退職手当で住宅貸付
の返済に充てたが、残された妻は遺族年金しか
なく、今後の生活を立て直すために自宅を売却
した。

住宅貸付のご案内

団体信用生命保険のご案内

団信に入ってよかっ
た !!

脱退しなければよか
った …

お支払いいただく
保険料充当金

①お得な低利率
② 申し込み時の手数料及び
担保・保証人が不要
③ 任意償還（繰上返済）時の
手数料が無料


